
◎港湾法等の一部を改正する法律 
（令和七年四月二三日法律第二五号）   

一、 提案理由（令和七年四月二日・衆議院国土交通委員会） 

○中野国務大臣 ただいま議題となりました港湾法等の一部を改正する法律案の提案理

由につきまして御説明を申し上げます。 

 港湾は、海上輸送と陸上輸送の結節点であり、災害時における緊急物資や救援部隊の

輸送拠点として重要な役割を担っております。 

 しかしながら、令和六年能登半島地震においては、港湾施設の被災、応急復旧に必要

な資材の不足等により、一部の港湾において緊急物資等の円滑な輸送に支障が生じまし

た。これを踏まえ、災害時において港湾が緊急物資等の輸送拠点としての機能を確実か

つ迅速に確保できるよう体制を強化する必要があります。 

 また、近年、気候変動に伴う海水面上昇等の影響により、港湾における高潮等の被害

が激甚化しており、今後この影響は更に深刻化することが懸念されています。これに対

応するためには、港湾施設所有者等の協働に基づく護岸のかさ上げや貨物の流出防止対

策等といった取組を促進する必要があります。 

 さらに、港湾管理者における技術職員不足が深刻化する中、港湾機能を適切に確保す

るため、国が港湾管理者を支援する体制を強化する必要があります。 

 加えて、洋上風力発電の導入を促進するため、港湾施設の効率的な利用を図る必要が

あります。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保を図るため、非常災害により

被災した港湾施設の応急復旧を緊急に行う必要がある場合における土石の収用等に係る

措置等を講ずることとしております。 

 第二に、気候変動に伴う海水面上昇等に対応した港湾の保全を図るため、港湾管理者

が協働防護計画を作成することができることとするとともに、同計画に定められた事業

に係る協定制度の創設や、工事の許可の特例等の措置を講ずることとしております。 

 第三に、公共岸壁等の適切な機能確保を図るため、港湾管理者が管理する港湾施設に

ついて従前の機能を確保するために必要な改良工事を国土交通大臣が代行することがで

きる制度を創設することとしております。 

 第四に、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の効率的な利

用を図るため、発電事業者による一時的な利用の調整に関する協議会制度を創設するこ

ととしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由です。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 



二、 衆議院国土交通委員長報告（令和七年四月八日） 

○井上貴博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年の気候変動等に対応して港湾の保全及び円滑な利用の確保を図るため、

所要の措置を講じようとするものであります。その主な内容は、 

 第一に、港湾の保全を図るための官民協働の取組を促進するための協働防護計画制度

及び同計画に基づく取組を促進するための協定制度を創設すること、 

 第二に、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の利用を調整

する制度を創設すること、 

 第三に、港湾管理者が管理する港湾施設の改良工事の国土交通大臣による代行制度を

創設すること、 

 第四に、非常災害時における他人の土石の収用等に係る措置を拡充すること 

などであります。 

 本案は、去る四月一日本委員会に付託され、翌二日中野国土交通大臣から趣旨の説明

を聴取し、四日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対しまして附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月四日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 協働防護計画に基づく最適化事業を円滑に推進するために、民間事業者に対する税

制支援のみならず、協働防護協議会に対し、ガイドラインの作成、知見やノウハウの

提供、人材支援といったソフト面での支援や助言を十分に行うこと。また、協働防護

計画の作成に当たり、港湾管理者の組織体制や人材育成等の充実のための支援を強化

すること。 

二 協働防護計画の作成に当たっては、政策決定を優先するのではなく、民間事業者が

無理なく参加できるような計画となるよう港湾管理者に対し指導すること。また、計

画の検討に際し、港湾施設を所有する民間事業者からの意見を十分聴いて、その趣旨

を最大限尊重するとともに、特に中小事業者の置かれた厳しい経営環境や所有する港

湾施設の現状等について十分配慮するよう、港湾管理者に対し指導すること。 

三 協働防護の主要関係者として、協働防護協議会への港湾労働者の代表の参画を確実

に働きかけること。 

四 港湾管理者における技術職員不足に対しては、国による港湾工事の代行措置の実施

と併せ、技術系職員の確保・育成及び定着のための施策に努めるとともに、賃金等の

労働条件の改善が図られるようにすること。 



五 港湾施設の老朽化の進行に対し、港湾管理者の人員・予算の不足により港湾施設の

維持管理が不十分となることがないよう、人員・予算の確保に努めるとともに、港湾

施設の点検の効率化や適切なメンテナンス体制の在り方を検討し、持続可能な維持管

理体制を実現すること。また、港湾施設の点検・整備におけるデジタル技術の導入を

促進し、作業の効率化に向けた環境整備を図ること。 

六 海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の一時的な利用については、一時的で

あっても長期・広範囲の埠頭の占用を伴うことから、埠頭の貸付けに当たっては一般

の利用者の利便を妨げることがないよう十分留意すること。 

七 災害発生時に港湾施設の復旧作業に従事する人員の確保策の実効性について十分に

検討を行うこと。特に、発災時は復旧作業に従事する者も被災者であるという視点に

立ち、これらの者が無理なく復旧作業に従事できる体制の構築と、必要な環境の整備

を図ること。 

三、 参議院国土交通委員長報告（令和七年四月一六日） 

○小西洋之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年の気候変動等に対応して港湾の保全及び円滑な利用の確保を図るた

め、港湾管理者による協働防護計画の作成及び同計画に定められた事業の実施に係る工

事の許可の特例、非常災害時における他人の土石の収用等に係る措置の拡充、港湾管理

者が管理する港湾施設の改良工事の国土交通大臣による代行制度の創設、海洋再生可能

エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の利用を調整する制度の創設等の措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、港湾施設における応急公用負担の在り方、協働防護計画に基

づく官民の取組の促進方策、港湾関係技術職員の確保、育成等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 気候変動に伴う災害から港湾機能を確保するための対策については、日本沿岸の平

均海面水位が二十一世紀の間、上昇し続けることが予測されていることを踏まえ、長

期的な視点で取り組むこと。 

二 協働防護計画に基づく最適化事業を円滑に推進するために、民間事業者に対する税

制支援のみならず、協働防護協議会に対し、ガイドラインの作成、知見やノウハウの



提供、人材支援といったソフト面での支援や助言を十分に行うこと。また、協働防護

計画の作成に当たり、港湾管理者の組織体制や人材育成等の充実のための支援を強化

すること。 

三 協働防護計画の作成に当たっては、政策決定を優先するのではなく、民間事業者が

無理なく参加できるような計画となるよう港湾管理者に対し促すこと。また、計画の

検討に際しては、港湾管理者に対し、港湾施設を所有する民間事業者からの意見を十

分聴いて、その趣旨を最大限尊重するとともに、特に中小事業者の置かれた厳しい経

営環境や所有する港湾施設の現状等について、十分配慮するよう求めること。 

四 協働防護の主要関係者として、協働防護協議会への港湾労働者の代表の参画を確実

に働きかけること。 

五 港湾管理者における技術職員不足に対しては、国による港湾工事の代行措置の実施

と併せ、技術系職員の意見・要望をしっかり把握した上で、その確保・育成及び定着

のための施策に努めるとともに、賃金、労働災害防止等の労働環境の改善が図られる

ようにすること。 

六 港湾施設の老朽化の進行に対し、港湾管理者の人員・予算の不足により港湾施設の

維持管理が不十分となることがないよう、人員・予算の確保に努めるとともに、港湾

施設の点検の効率化や適切なメンテナンス体制の在り方を検討し、持続可能な維持管

理体制を実現すること。また、港湾施設の点検・整備におけるデジタル技術の導入を

促進し、作業の効率化に向けた環境整備を図ること。 

七 海洋再生可能エネルギー発電は、日本全体のカーボンニュートラルの実現に向け、

重要な役割を担うことから、その推進のため基地港湾としての機能を最大限発揮でき

るよう万全を期するとともに、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の一時的

な利用については、長期かつ広範囲に埠頭の占用を伴う場合もあることから、埠頭の

貸付けに当たっては一般の利用者の利便を妨げることがないよう十分留意すること。 

八 災害発生時に港湾施設の復旧作業に従事する人員の確保策の実効性について十分に

検討を行うこと。特に、発災時は復旧作業に従事する者も被災者であるという視点に

立ち、これらの者が無理なく復旧作業に従事できる体制の構築と、必要な環境の整備

を図ること。 

  右決議する。 

 


